
                                                     

平成 25 年 2 月 28 日 
各      位 

      会 社 名 株式会社マツヤ 

      代表者名 代表取締役社長   小山 栄造 

      （J A S D A Q・コード７４５２） 

      問合せ先 取締役財務本部長 本多 佐年 

      ＴＥＬ  （026）241-1314 

  当社における不適切な会計処理に対する再発防止策等に関するお知らせ 

当社は、平成24年12月28日付「不適切な会計処理に係る調査委員会設置に関するお知らせ」

及び平成25年1月4日付「調査委員会の構成変更のお知らせ」並びに平成25年2月8日付「調査

委員会の調査報告及び当社の対応について」にて公表いたしましたとおり、調査委員会の調

査報告書により、当社において不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、コン

プライアンス委員会を設置のうえ、本年2月14日以降３回に亘りコンプライアンス委員会を開

催し、調査報告を踏まえた再発防止策の策定を含む検討を行ってまいりました。 

コンプライアンス委員会の提言を受け、本日開催の取締役会にて、不適切な会計処理に対

する再発防止策等を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

ご関係の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び

申し上げますとともに、今後全力で社内体制の再構築及び信頼回復に努めてまいりますので、

何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．再発防止策の内容 

 調査委員会の指摘及び提言を踏まえ、以下のとおり再発防止策を策定し、既に実行に着

手しております。 

(1) 月次決算の充実と仕入割戻等の計上及び入金に関する業務フローの改善 

  本件の再発を防止するため、月次で各科目の内容を検討して、処理誤り等を早期発見

し必要な処理を行えるようにし、四半期・年度決算の正確性を確保するとともに、決算

業務にあたっては、会計監査人とこれまで以上に密に協議をしながらすすめてまいりま

す。特に仕入割戻等（リベート）の未収金については、従前、計上には書面による確認

を要することが徹底されていなかった点を改め、社内規程において明記することでこれ

を徹底することとし、入金管理においても、未収リベートを滞留未収入金として認識す

るタイミングを年に一度から支払期日を基に一定期間後に逐次認識して回収作業を行
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うこととする等、計上から回収、残高の管理に至る手続の見直しを商品部及び管理本部

の双方に関して行いました。その過程で、新規にリベート管理規程を作成し、業務フロ

ー、業務記述書等を改定いたしました。 

 

(2) 組織改編 

 当社におけるリスク要因や問題点等について徹底した議論を行い、取締役間の情報共

有・連携を徹底するため、社内組織を改編し、必要な社内規程の改訂等を行いました。

具体的には、リーダー会議、商品部会議、販売部会議、店長会議及びエリア会議等の下

部会議において集約した意見・問題点等を、戦略会議において審議し、取締役会への付

議事項等について検討することにより、取締役会における検討課題を整理するとともに、

現場の意見を十分に吸い上げて意思決定に活かすようにいたします。これに伴い、下部

会議の活性化・実効性確保のために、人員配置の見直しとして、従前本部長がグループ

リーダーを兼務していた企画経理グループ及び総務人事グループにおいて本部長とグ

ループリーダーを別の人物とするよう人員配置を見直し、財務本部及び管理本部におい

ては人員の拡充を行いました。これらの部署を中心に、今後も適宜人員の拡充をしてま

いります。 

また、コンプライアンス委員会については、引き続き取締役会の諮問機関として、コ

ンプライアンス体制の構築・整備等について検討をすすめていくことといたします。 

 

(3) リスクの確認及び業務分掌規程を含む社内規程の見直し 

  コンプライアンス違反の防止の観点から、本件に限らず当社におけるリスクを改めて

確認し、各リスクに対応できるよう、リスク管理を中心に業務分掌規程を含む社内規程

を全体的に見直すこととしました。具体的には、当初予算に織り込まれていない経営環

境の変化が生じた店舗の予算変更について、従前経営会議で決裁していたものを取締役

会の決裁権限とし実態に則した予算修正を確実に行う、また、仕入割戻等（リベート）

の未収計上について、従前営業本部限りの承認であったものを財務本部長による承認も

併せて必要とするなど、権限の集中を避け適切な判断とチェックとが共に行えるよう職

務権限基準表その他必要な社内規程の改訂及び新設を行いました。 

 

(4) コンプライアンス意識の徹底及び企業風土の改善 

  本件を重く受け止め、役員一同が深く反省し、今後は取締役間の連携を密にする等コ

ンプライアンスには十分留意するとともに、全従業員に向けて、当社がコンプライアン

スを重視していく旨の社長名の意見表明文書を作成・配布し、社長が全店舗において口

頭でも説明を行ったほか、全従業員に対してコンプライアンスに関するアンケートを行

いました。アンケートの結果については、今後検討のうえ、必要に応じて是正措置等を

講じるとともに、コンプライアンス体制の整備に活かしてまいります。 

  また、下記(5)記載の役員及び従業員研修においても、本件を踏まえたコンプライア

ンス意識の徹底について役員及び従業員に対するコンプライアンス研修を行いました。 
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  これらの方策の継続的な実施並びに上記(2)記載の組織改編、下記(5)記載の役員・従

業員研修及び下記(7)記載の内部通報制度の信頼回復・活性化を通して、企業風土の改

善を図ってまいります。 

 

(5) 役員・従業員研修 

  取締役、監査役及び執行役員を対象として上場企業における適正な開示の重要性を中

心に本件の再発防止に重点をおいた外部専門家（弁護士）によるコンプライアンス研修

を本年2月22日及び同月27日に、財務担当役員、財務担当従業員及び内部監査担当従業

員を対象として本件の原因究明及び再発防止並びに未収入金管理その他の財務に関す

る専門知識を再確認する外部専門家（公認会計士）による研修を本年2月25日に、また、

従業員を対象として具体的な事例を紹介する等して上場会社におけるコンプライアン

スの重要性を解説する外部専門家（弁護士）によるコンプライアンス研修を本年2月22

日に、それぞれ行いました。 

  今後もこのような研修を継続し、特に財務に関しては外部研修を含め、専門知識の修

得に努めてまいります。 

 

(6) 内部監査の拡充・充実 

  内部監査の拡充・充実を通してコンプライアンス違反を防止するため、当社において

想定されるリスクを前提とした実効性のある監査を実施いたします。そのために、リス

クアプローチに基づき内部監査における心構えを含めた監査手法を具体的に定めた内

部監査マニュアルの新設や、上記(5)記載の研修等を通じた内部監査担当者の教育の強

化等を行いました。また、監査の結果についても、定期的に取締役会に報告するととも

に、その報告を受けて速やかに検討し改善してまいります。 

 

(7) 内部通報制度の信頼回復・活性化 

  内部通報制度に対する信頼を高め、内部通報制度が活性化させることを目的として、

上記(5)記載の各研修においても内部通報制度の利用促進に関する啓蒙活動を行ったほ

か、内部通報制度に関するポスターや過去の通報事例を具体的に紹介して利用を促す社

長名の文書を作成し、本社及び各店舗に掲示いたしました。 

  その他内部通報制度に関する担当部署の人員配置を見直す等の方策も講じておりま

すが、引き続き信頼回復・活性化に繋がる改善策を検討・実行してまいります。 

 

 

 以上の各再発防止策の実行については今後も継続するほか、コンプライアンス委員会に

よる検討も引き続き行い、適宜、改善策を講じていく所存です。 
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２．社内処分について 

 本件に関する役員の処分に関しては、平成25年2月８日付「調査委員会の調査報告及び

当社の対応について」においてご報告したとおりですが、本件に関与した従業員に関して

も、事実関係を調査のうえ社内規程に基づき厳正に処分いたしましたので、併せてご報告

いたします。 

 

 

 今後、当社グループ役職員が一丸となって社内体制の再構築と信頼回復に努めてまいり

ますので、何卒ご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

以 上 


